
第1章　総則
第1条（約款の適用）
当社は、Baycom ケーブルインターネット契約約款（以下「約款」といいます。）を定め、これにより
Baycom ケーブルインターネット（以下「ケーブルインターネット」といいまト∵に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。）を行います。
２　前項の一時停止の期間は、停止開始の日から起算して6ヶ月を限度とします。

第１４条（その他の契約内容の変更）
当社は、契約者から請求があったときは、第７条（契約申込みの方法）第3号に規鐸。




